
令
和
７
年
度
定
期
監
査
（
そ
の

２
）
を
実
施
し
た

▲全文はこちら

結
果（
一
部
抜
粋
）

を
次
の
と
お
り
公

表
し
ま
す
。

茂
原
市
監
査
委
員
　
風
戸
　
博
恭

茂
原
市
監
査
委
員
　
岡
澤
与
志
隆

◆
監
査
の
対
象

【
市
民
部
】

生
活
課
、
市
民
課
、
国
保
年
金

課
、
健
康
管
理
課

【
福
祉
部
】

社
会
福
祉
課
、
障
害
福
祉
課
、

高
齢
者
支
援
課
、
子
育
て
支
援
課
、

保
育
課

【
経
済
環
境
部
】

農
政
課
、
商
工
観
光
課
、
環
境

保
全
課

◆
監
査
の
着
眼
点

各
所
管
の
財
務
に
関
す
る
事
務

の
執
行
及
び
経
営
に
係
る
事
業
の

管
理
並
び
に
そ
の
他
の
事
務
の
執

行
が
法
令
等
に
適
合
し
、
適
正
か

つ
正
確
に
行
わ
れ
て
い
る
か
、
最

少
の
経
費
で
最
大
の
効
果
を
挙
げ
、

組
織
及
び
運
営
の
合
理
化
に
努
め

て
い
る
か
に
主
眼
を
置
き
監
査
を

実
施
し
た
。

◆
監
査
の
実
施
内
容

各
部
署
か
ら
提
出
さ
れ
た
定
期

監
査
資
料
に
つ
い
て
、
補
助
職
員

に
よ
る
予
備
監
査
を
実
施
し
、
監

査
当
日
は
、
監
査
対
象
部
署
の
長

等
か
ら
説
明
を
受
け
、
関
係
職
員

に
対
し
て
質
疑
を
行
う
こ
と
に
よ

り
実
施
し
た
。

◆
監
査
の
場
所

茂
原
市
役
所
・
東
郷
保
育
所
・

町
保
保
育
所

◆
監
査
の
期
間

令
和
７
年
１０
月
１０
日
か
ら
令
和

８
年
１
月
１３
日
ま
で

◆
監
査
の
結
果

監
査
の
結
果
、
法
令
等
に
適
合

し
、
概
ね
適
正
に
執
行
さ
れ
て
い

た
が
、
一
部
検
討
が
必
要
と
認
め

ら
れ
る
事
項
が
見
受
け
ら
れ
た
の

で
、
次
の
と
お
り
掲
載
す
る
。

〈
市
民
部
〉

〇
生
活
課

・
自
転
車
は
身
近
な
移
動
手
段
で

あ
る
が
、
事
故
の
被
害
者
に
も
加

害
者
に
も
な
り
う
る
可
能
性
が
あ

り
、
事
故
に
伴
う
高
額
賠
償
の
事

例
も
発
生
し
て
い
る
。
事
故
を
起

こ
し
て
し
ま
っ
た
と
き
の
備
え
と

な
る
自
転
車
保
険
（
自
転
車
損
害

賠
償
保
険
等
）
に
つ
い
て
は
、
加

入
が
義
務
化※

１
さ
れ
て
も
い
る
こ
と

か
ら
そ
の
啓
発
に
つ
い
て
積
極
的

に
取
り
組
ま
れ
た
い
。
ま
た
、
事

故
に
よ
る
被
害
軽
減
に
つ
な
が
る

自
転
車
利
用
者
の
ヘ
ル
メ
ッ
ト
着

用
に
つ
い
て
も
引
き
続
き
啓
発
に

努
め
ら
れ
た
い
。

・
地
域
の
安
全
・
安
心
確
保
の
た

め
自
治
会
が
設
置
す
る
防
犯
カ
メ

ラ
に
つ
い
て
は
、
茂
原
市
防
犯
カ

メ
ラ
設
置
事
業
補
助
金※

２
の
積
極
的

な
活
用
を
促
し
、
要
望
す
る
自
治

会
に
対
し
て
は
設
置
に
向
け
た
場

所
の
選
定
等
必
要
な
協
力
に
よ
る

よ
り
多
く
の
防
犯
カ
メ
ラ
の
設
置

に
つ
な
げ
ら
れ
た
い
。

※
１
　
自
転
車
保
険
（
自
転
車
損

害
賠
償
保
険
等
）
へ
の
加
入
義
務

化
…
千
葉
県
で
は
「
千
葉
県
自
転

車
の
安
全
で
適
正
な
利
用
の
促
進

に
関
す
る
条
例
」
の
改
正
に
よ
り
、

令
和
４
年
７
月
１
日
か
ら
自
転
車

利
用
中
の
対
人
賠
償
事
故
に
備
え

る
保
険
等
へ
の
加
入
が
義
務
と

な
っ
た
。

※
２
　
茂
原
市
防
犯
カ
メ
ラ
設
置

事
業
補
助
金
…
地
域
の
防
犯
活
動

を
推
進
し
、
安
心
で
安
全
な
ま
ち

の
実
現
を
図
る
た
め
、
犯
罪
の
防

止
を
目
的
と
し
た
自
治
会
の
防
犯

カ
メ
ラ
設
置
の
費
用
の
一
部
に
対

し
補
助
す
る
も
の
。

〇
市
民
課

・
令
和
８
年
１
月
１９
日
か
ら
試
行

的
に
実
施
さ
れ
る
市
役
所
本
庁
舎

等
の
開
庁
時
間
の
変
更
に
つ
い
て

は
、
市
民
課
窓
口
の
利
用
者
が
最

も
多
い
こ
と
を
踏
ま
え
、
持
続
可

能
な
質
の
高
い
市
民
サ
ー
ビ
ス
の

提
供
が
で
き
る
よ
う
柔
軟
な
姿
勢

を
持
っ
て
対
応
さ
れ
た
い
。
ま
た
、

試
行
期
間
中
に
寄
せ
ら
れ
る
市
民

か
ら
の
意
見
や
要
望
を
幅
広
く
収

集
し
、
そ
の
効
果
と
課
題
に
つ
い

て
把
握
に
努
め
ら
れ
た
い
。

・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
更
新

手
続
き
の
急
増
等
に
よ
り
業
務
負

担
の
増
加
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
か

ら
、
遺
漏
の
な
い
体
制
の
整
備
に

努
め
ら
れ
た
い
。
ま
た
、
業
務
効

率
化
の
観
点
か
ら
、
民
間
委
託
が

可
能
な
業
務
に
つ
い
て
検
討
さ
れ

た
い
。

〇
国
保
年
金
課

・
国
民
健
康
保
険
制
度
に
つ
い
て

は
、
加
入
者
が
安
心
し
て
医
療
を

受
け
ら
れ
る
よ
う
支
え
合
う
助
け

合
い
の
制
度
で
あ
る
。
安
定
的
な

制
度
運
営
に
向
け
て
は
、
加
入
者

の
年
齢
構
成
が
高
い
こ
と
に
伴
う

医
療
費
の
増
加
や
国
民
健
康
保
険

税
（
以
下
：
国
保
税
）
等
の
財
源

確
保
な
ど
課
題
を
抱
え
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
現
状
を
踏
ま
え
、
国

民
健
康
保
険
財
政
調
整
基
金
を
活

用
し
つ
つ
、
適
正
か
つ
公
平
な
国

保
税
の
算
定
に
努
め
ら
れ
た
い
。

ま
た
、
国
民
健
康
保
険
の
広
域
化※

に
つ
い
て
は
、
全
面
移
行
に
向
け

遺
漏
な
い
対
応
に
努
め
ら
れ
た
い
。

・
外
国
籍
の
国
民
健
康
保
険
被
保

険
者
に
つ
い
て
は
、
制
度
の
趣
旨

や
国
保
税
の
算
定
方
法
、
納
付
方

法
に
つ
い
て
、
英
語
版
パ
ン
フ

レ
ッ
ト
な
ど
を
活
用
し
、
分
か
り

や
す
い
説
明
に
努
め
ら
れ
た
い
。

※
　
国
民
健
康
保
険
の
広
域
化
…

市
町
村
に
お
け
る
国
民
健
康
保
険

の
構
造
的
な
課
題
で
あ
る
被
保
険

者
の
構
成
、
財
源
基
盤
、
保
険
者

規
模
の
格
差
な
ど
を
解
決
す
る
た

め
、
都
道
府
県
が
国
民
健
康
保
険

の
財
政
運
営
の
責
任
主
体
と
な
り
、

各
市
町
村
は
都
道
府
県
と
共
通
認

識
の
も
と
一
体
と
な
っ
て
財
政
運

営
や
保
険
者
と
し
て
の
事
務
を
実

施
す
る
こ
と
。

監
査
結
果
の
公
表

�

（
そ
の
２
）
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